
議案第１０３号  

 

 瑞穂町産業会館の指定管理者の指定について  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  令和２年１２月１日  

 

提出者   瑞穂町長    杉  浦  裕  之  

 

 

（提案理由）  

 瑞穂町産業会館の指定管理者を指定する必要があるので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定によ

り、議会の議決を求める。  

 

 

 瑞穂町産業会館の指定管理者の指定について  

 

 瑞穂町産業会館の施設の管理を行わせる者を下記のとおり指定す

る。  

 

          記  

 

１  公の施設の名称  

 瑞穂町産業会館  

２  指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地  

瑞穂町商工会  

  会長  髙水  英夫  

  東京都西多摩郡瑞穂町大字石畑１９７３番地２  

 

 

 



３  指定の期間  

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  



（資  料） 

指定管理者候補者の評価 

 

施設の名称 瑞穂町産業会館 

 

１ 瑞穂町指定管理者選定委員会の開催 

  ①日 時 令和２年１０月２１日（水） 午後１時１５分から 

②会 場 全員協議会室 

 

２ 評価結果（１人持ち点１００点の８人採点） 

評定項目 瑞穂町商工会 

① 運営方針    ７４／８０   

② 施設管理    ９５／１２０   

③ 事業計画   ５０／８０   

④ 利用者サービス   ６３／８０   

⑤ 収支計画    ８０／１２０   

⑥ 団体の概要    ６４／８０   

⑦ 安全対策    ５５／８０   

⑧ 個人情報保護措置    ６９／８０   

⑨ 類似施設等の管理 

⑨ 運営実績 
   ３２／４０   

⑩ その他特記事項    ３２／４０   

評点合計 ６１４／８００   

 

３ 非公募とした理由 

町内商工業者の経営の改善に関する相談、指導などの町内経済振興を図る

ための諸活動を行い、町の産業や地域の発展のために総合的な活動を行って

いる瑞穂町商工会が、指定管理者に最適だと考える。 


